
　　【ニュース概略】広東省中山市で、２歳になる子供
を連れて両親が病院のエスカレーターに乗っていたと
ころ、子供の右足がエスカレーターに挟まり、右膝か
ら下がエスカレーターに巻き込まれてしまった。巻き
込まれた部分は切断され、直ちに緊急手術が行われた。
医師によれば、足は接合したものの、元の足より３～
５センチ短くなり、術後の経過によっては足を再度切
断しなければならないかも知れないという。（広州日
報）

　事故を調査した中山市質量監督技術局特殊設備安全
監察科（特設科）の責任者は、惨劇を招いた主な原因
は「クロックス風サンダル」がエスカレーターに巻き
込まれたためと発表しました。アメリカ、日本、シン
ガポールなどでも、同様の事故が発生しているようで
す。今回の事件では、一体誰が事故の責任を取るべき
なのでしょうか。専門家のアドバイスを踏まえて、事
件の原因とこれに関連する法律法規について解説しま
す。
　１．エスカレーター製造メーカーの責任
　まず、事故が発生したエスカレーター自体に、品質
上の問題はなかったのでしょうか。事故を起こしたエ
スカレーターは、６月 29 日に点検を受けたばかりで、
性能上問題なしと報告されていたそうです。しかし、
子供の足は、エスカレーターのステップ部分の両端に
ある隙間に挟まれました。
　今年８月１日から施行されたエスカレーターに関す
る中国の最新国家基準「エスカレーター及び動く歩道
の製造及び設置についての安全規範」では、エスカレ
ーターのステップに引き込み防止装置を設置すること
が規定されています。事故が発生したエスカレーター
には、刷毛式の「スカートガード」と呼ばれる、事故
防止のための引き込み防止装置が設置されていません
でした。８月１日以降は、当該装置を設置していない
エスカレーターは、定期点検の際に、当該装置の追加
設置が求められることとなります。
　さらに、今回事故が発生したエスカレーターには「ス
テップスイッチ」と呼ばれる自動停止装置が設置され
ていませんでした。これについて、特設科の責任者は、
国家基準では強制的に求められてはいないため、当該
装置を設置していなかったとしても基準に違反してい
ることにはならないと説明しています。
　２．クロックス風サンダル製造メーカーのＰＬ責任
　製造メーカーには、商品の使用における注意点、危
険性について明記することが義務付けられています。
「産品質量法」第 27 条第５項には「不当な使用により
容易に製品自体が損壊するか、人身もしくは財産の安
全に危害を及ぼす恐れのある製品については、警告ラ
ベルまたは中国語による警告説明がなければならな
い」と規定されています。クロックス社のサンダルに
は「ケガ防止のため、エスカレーターや動く歩道をご
利用の際には、前を向いて立ち、手すりにつかまり、
中央にお乗り下さい。…乗り降りの際には特に気をつ
けて、同行の子供の手を握り、随時気を配って下さい」
と記載された警告ラベルが貼付されていました。同社
は、製品を販売する前から、子供がこの種のサンダル
を履いてエスカレーターを利用しないよう保護者に警

鐘を鳴らしていたわけです。しかし、市場に出回る多
くの偽物で劣悪な「クロックス風サンダル」には、ブ
ランドの表示はなく、警告ラベルなど貼付されている
はずはありません。子供にサンダルを買った親も、サ
ンダルに警告ラベルが貼付されているかどうか気にも
とめなかったと言います。劣悪な偽物商品を製造した
メーカーには、商標権侵害の問題のみならず、製造物
責任（ＰＬ責任）もあると言えるでしょう。
　３．保護者の責任
　事件発生時、隣に立っていた母親は子供が急に泣き
出したので子供の右足がエスカレーターに挟まったこ
とに気がつき、慌てたものの、どうすることもできな
かったと言います。「民法通則」第 18 条には、「監護人
は、監護の職責を履行し、被監護人の人身、財産その
他の適法な権益を保護しなければならず、被監護人の
利益のためである場合を除き、被監護人の財産を処分
してはならない。監護人が法により監護を履行する権
利は、法律による保護を受ける。監護人が監護の職責
を履行せず、または被監護人の適法な権益を侵害した
場合には責任を負担しなければならず、被監護人に対
して財産の損失をもたらした場合には損失を賠償しな
ければならない」と規定されています。子供にサンダ
ルを買い与えたのは両親ですから、その危険性につい
て知らなかったとしても、２歳の子供を連れてエスカ
レーターに乗る際には、その安全に十分気をつけるべ
きだったと言えるでしょう。
　特設科による当初の調査では、事故はエスカレータ
ーという特殊な設備が原因で発生したものと考えられ
ていました。しかし、検討を重ねた結果、今回の事故
は、様々な要素が複合的に絡まった「不慮の事故」で
あると結論付けられました。このため、当該事故の処
理方法としては、病院と子供の家族が協議を通じて補
償に合意するか、法的手段に訴えるのであれば、両親
が原告として訴訟を提起し、裁判所が最終的な判断を
下すという方法が考えられます。
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